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うにお願いしています。

　許可業者収集

金庫・ガスボンベ・廃油・バッテリー・オートバイ等を指定し、処分については、

販売店及び下取業者へ依頼するようお願いしています。

　自己搬入

　直営収集

　自己搬入

　また、家庭系ごみのうち、収集しないごみとして、引越しごみ・新改築等で出た

ごみ等があり、自己搬入するか許可業者等の処理業者に依頼する等の処置をとるよ

　一般廃棄物収集運搬業者による収集

　事業者が処理施設に搬入したごみ

　公共施設ごみ

　なお、市において処理出来ないごみとして、ピアノ・タイヤ・畳・消火器・耐火

　不法投棄ごみ等
 (3)その他のごみ

　ペットボトルの拠点回収

　市民が自ら処理施設に搬入したごみ

　委託収集

　直営収集

　自己搬入

２．ご　み　収　集

　本市においてごみの収集搬入形態は、委託収集、許可業者収集、直営収集、自己

搬入の４形態があり、排出源との関連は次表のとおりとなっています。

　なお、家庭系、事業系の区分は、収集搬入形態から類推した便宜上の区分であり、

厳密な意味での分類ではありません。

 (2)事業系ごみ

排　出　源 収集搬入形態 備　　　　　　　　　　　考

　ごみ集積所収集、粗大ごみ収集

 (1)家庭系ごみ
　公衆くずかごのごみ
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回　数

区　分

直　営

（１）家庭系ごみの収集体制

　①　計画区域内人口・世帯数

人　　　　口 世　　帯　　数 （注）：人口・世帯数は

４７２，７２８人 １９１，８６５世帯 平成１５年１０月１日現在

ご　み　の　種　類 収　　　集　　　方　　　法

燃やせるごみ ３／週
紙袋によるステーション方式
（月１回は、「陶磁器・ガラスなど
　のごみ」の収集）

陶磁器・ガラスなどのごみ １／月
ポリ袋及びビニール袋による
ステーション方式

リサイクルするプラスチック １／週
ポリ袋及びビニール袋による
ステーション方式

その他のプラスチックなどのごみ １／週
ポリ袋及びビニール袋による
ステーション方式

資源ごみ・有害ごみ １／週
ポリ袋及びビニール袋による
ステーション方式

資源ごみ(紙類） １／週
種類ごとにひもで縛る
ステーション方式

　③　ごみ集積所（平成１６年４月１日現在）

粗大ごみ 随　時 電話申込による戸別収集（有料）

ペットボトル 随　時 拠点回収

分　　別　　区　　分　　名 箇　所　数

燃やせるごみ（陶磁器・ガラスなどのごみ含む） 11,426ケ所

リサイクルするプラスチック／その他のプラスチックなどのごみ 9,268ケ所

資源ごみ／有害ごみ 8,779ケ所

　④　収集体制

分　　別　　区　　分　　名 業　者　数 車両台数

委　託

燃やせるごみ（陶磁器・ガラスなどのごみ含む） ９業者 ３２台(２人乗務)

リサイクルするプラスチック ６業者 ９台(２人乗務)

その他のプラスチックなどのごみ ６業者 ９台(２人乗務)

ペットボトル

　②　分別・収集方法（１６年度）

資源ごみ／有害ごみ １０業者 １８台(２人乗務)

粗大ごみ １業者 ５台(２人乗務)
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ご　み　の　種　類
基　本　額 祝日基本額 従　量　制

（１台／月） （１台当たり） （１kg当たり）

　燃やせるごみ
1,225,000円 42,500円 3.13円

（陶磁器・ガラスなどのごみ）

 リサイクルするプラスチック 1,225,000円 44,500円 8.26円

 その他のプラスチック
 などのごみ

1,225,000円 44,500円 8.26円

 資源ごみ及び有害ごみ 1,814,000円 65,000円

 粗大ごみ 1,792,000円 65,100円

 動物死体 1,500円／頭

　・その他公衆くずかご

　　<箇所数>　　２５ケ所（３分別）

　　<収集体制>　公衆くずかごのごみは、一般家庭ごみの収集に組み入れ、週に燃

　　　　　　　　やせるごみ３回、その他のプラスチックなどのごみ１回、資源ご

　　　　　　　　み１回の分別収集に合わせて収集（１基当たり５０．００円）

　⑥　年間収集委託料支払い額（平成１５年度実績）

分　　別　　区　　分　　名 総　　　額

434,623,981円

燃やせるごみ（陶磁器・ガラスなどのごみ） 770,160,651円

リサイクルするプラスチック 203,146,850円

合　　　計 1,741,817,534円

　⑤　ごみ収集委託料【平成１６年度単価　(消費税を含まず)】

粗大ごみ 119,130,375円

動物死体 1,335,600円

その他のプラスチックなどのごみ 213,420,077円

資源ごみ／有害ごみ
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（３）その他のごみの収集体制

　　　直営収集

　　　　　３７業者１２７台（うち、胞衣 ２業者３台・食品R １業者１台）

　　ア．許可業者数及び車両数（平成１６年４月１日現在）

　　　
　③　許可業者（一般廃棄物収集運搬業）収集

　　　許可業者は排出事業者との契約により戸別収集し、処理施設に搬入する。

１４,５６２ 事業所

従業員数事業所数 　出典：平成１５年度版松戸市統計

　　　　平成１３年１０月１日現在１３１,９２５ 人

　　ア．事業系一般廃棄物

　　イ．産業廃棄物のうち、木くず・紙くず・繊維くず・下水道し渣

　②　対象ごみ

（２）事業系ごみの収集体制

　①　松戸市内事業所数及び従業員数（総務庁統計局事業所統計データ）

　　イ．車両・人員　　８台　　専任職員１３人

　　　　対象ごみ　　　不法投棄ごみ等

　　　※　直営収集体制（平成１６年度）

　　　
     　（松戸市が処理する産業廃棄物についてはⅧ参考資料を参照）　　

　　　※　許可業者名簿をⅧ参考資料 P.173 に掲載する。

　　ア．対象ごみ　　　ペットボトル回収・不法投棄ごみ等


